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仕様書 

１ 件名 

レガシースポーツイベントの実施運営計画策定支援及び実施運営委託 

 

２ 履行場所 

  レガシースポーツイベント実行委員会（仮称）が指定する場所 

 

３ 契約期間 

  契約確定の日の翌日から令和５年３月 31 日まで 

 

４ 目的 

現在東京都では区部において、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のレ

ガシーを活用した更なるスポーツ振興、東京の魅力発信及び地域振興に向けたレガシー

スポーツイベント事業の実施を予定している。 

本委託業務は、イベントの運営実施に向けた調達計画の作成、イベントの運営に向けた

準備、当日の運営及び広報に係る業務等を行うことを目的とする。 

 

５ 通則 

（１） 受託者は、本業務を実施するに当たり、レガシースポーツイベント実行委員会（仮

称）（以下「委託者」という。）と詳細に協議を行い、委託者の承認を受けて、作業を進

めるものとする。また、本仕様書の解釈に疑義が生じた場合には、その都度、委託者と

協議の上、決定するものとする。 

（２） 受託者は、本業務の趣旨を十分に理解し、円滑な遂行に留意して業務を遅滞なく 

進めること。 

（３） 受託者は、本事業の実施に当たっては、 サステナビリティに配慮し、事業に伴い

発生した廃棄物等は最大限リサイクルするなど、環境への負荷を最小限にするよう努

めること。また、東京都グリーン購入ガイド（ 2021 年度版）の基準を満たすこと。な

お、プラスチック素材（塩ビ加工を含む）を使用したものを作成・使用する場合には、

委託者と協議の上、決定することとする。 

 

６ 支払方法 

業務完了後、委託者が履行を確認した後、受託者からの適法な請求書に基づき、一括で

支払う。 

 

７ 委託内容 
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本業務は、自転車ライドイベント及びオリンピック・パラリンピック競技などの競技体

験等で構成する多種目イベントに関する効果的な事業を企画・運営するとともに、イベン

トを適切かつ効果的に実施するための事務局の運営を行う。 

なお、開催場所や時期等については、委託者と協議の上、決定する。 

 

（１） 調達計画等の策定・提案 

ライドイベント及び多種目イベントそれぞれについて、（２）に挙げる運営計画に基づ

き、イベントの準備・計画、実施、後処理及び広報等に必要な全ての費用を項目ごとに

リスト化し、必要な経費を算出すること。 

なお、策定した調達計画および予算等について、委託者が求める場合には単価数量等

根拠資料などを用いて詳細説明をすること。 

 

（２） 運営計画の策定 

ア 全体概要 

(ア) イベント概要 

(イ) 当日スケジュール 

(ウ) ライドイベントコース 

(エ) 組織体制 

(オ) 準備スケジュール 

 

イ イベント運営計画 

(ア) 会場運営計画 

(イ) オープニングセレモニー計画 

(ウ) 輸送計画 

(エ) 駐車場計画 

(オ) ボランティア計画 

(カ) 救護医療計画 

(キ) 緊急時対応計画 

(ク) 新型コロナウイルス対応計画 

(ケ) 事業効果測定計画 

ウ ライドイベント計画 

(ア) 参加者募集計画 

(イ) スタート/フィニッシュ計画 

(ウ) 交通規制計画 

(エ) 安全対策計画 

(オ) エイドステーション計画 

(カ) シェアサイクル利用計画 

(キ) 沿道応援計画 

 

エ 多種目イベント計画 

(ア) メイン会場イベント 

(イ) サブ会場イベント 

(ウ) DX を活用したスポーツイベント 

 

オ 広報・誘客計画 

(ア) 広報計画 

(イ) 制作物計画 

(ウ) 誘客計画 

(エ) 協賛・スポンサー計画 

別紙１を参照し、上記の運営計画を作成すること。提出期限等は９（１）のとおりだが、

警視庁を始めとする関係機関等から計画について指導等があった場合には、最終提出

期限後であっても適宜更新作業を行うこと。 
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（３） イベントの実施 

ア 本部運営 

(ア) 運営マニュアルの作成 

     （２）で作成した計画に基づき、以下のマニュアルを作成し、委託者の指定する

日時までに提出すること。マニュアルはスタッフやボランティアの研修用に最低

限のものを作成することを原則とし、イベント当日の携行用に簡略版のマニュア

ルを委託者と内容を協議の上、作成すること。 

・ライドイベント運営マニュアル 

・多種目イベント運営マニュアル 

・ボランティア用マニュアル    

(イ) 資機材、スタッフ等の確保 

 調達計画に基づき確保すること。関係機関との協議などにより、資機材や人員の

数量に変更が生じた場合には、委託者と協議の上、対応すること。 

(ウ) 当日の進行管理 

本部にてライドイベント、多種目イベントを含むイベントの全体管理を行う。実

施に当たっては、当日までにスタッフオリエンやリハーサルを実施すること。 

また、運営に当たっては、（２）で作成した新型コロナウイルス対応計画に基づき、

イベント全体の各会場等において感染症対策を実施すること。 

 

イ 施設等運営 

     各計画に基づき、参加者や観覧者のための救護施設および飲食物提供等の運営

を実施する。ライドイベントのコース上など、設置した救護施設から離れた場所で

救護が必要な負傷者が発生した場合などでも、迅速に救護施設や病院に輸送する

など重度に応じて適切に対応すること。またイベント当日の盛り上がりに寄与す

るようなオープニングセレモニーを企画、実施する。 

 

ウ 制作物 

制作物計画に基づき、イベントに関するグッズを制作し、効果的に発送、配布す

ること。制作の際は以下の点に留意すること。制作個数等は来場者数等から必要十

分な数を検討し、委託者と協議の上、決定すること。なお、デザイン費等は受託者

が負担すること。 

 イベント名称やロゴマークを活用すること。 

 日常的に使用できるものとすること。 

 多くの人々の目に留まる話題性のあるデザインとすること。 

 デザインに使用される全てのもの（画像・イラスト・書体等）は、必ず著作権者

の承諾を得て提出すること。 
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エ その他 

(ア) 保険の加入 

不慮の事故発生に対する準備を怠らないとともに、以下に挙げる保険等に加入し、

要する経費については契約金額に含めること。 

 イベント保険 

・会場施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備（会場側に重大な過失があ

る場合を除く）、もしくは事業当日の運営上のミス等により、来場者など第

三者の身体を害し、または財物に損害を与えたことにより受託者が負担す

る法律上の賠償損害に対する保険 

・来場者等が会場内で怪我をした場合等に発生する損害に対する保険  

・火災、盗難、破損、運送中の事故等によって、機材、展示品等について生

じた損害に対する保険 

・悪天候や感染症の流行等、不測かつ突発的な事由によりイベントの中止や

延期を余儀なくされた場合に、興行の準備のために既に支出していた費用

や、中止や延期に伴い臨時に支出が必要となった費用に対する保険 

 ライドイベント参加者のスポーツ保険の加入 

 ボランティアのボランティア保険の加入 

(イ) ボランティア運用  

・（２）オのボランティア計画に基づき、（４）アで制作するウェブサイトなどを通

じてボランティアを募集し、必要人数を確保すること。 

・ボランティアの中には自転車競技の審判資格を持つなど、知見のある人材を一定

数採用すること。 

・ボランティアの運用に必要な研修会の実施・運営を行うこと。なお、研修会実施

当日は説明会参加者の出欠等の管理をすること。 

・研修実施にあたって、必要な人員・備品、配布物等の手配を行い、当日支給する

物品等の一時保管・アッセンブリ等を行うこと。なお、運営等を円滑に行うため、

必要に応じて実施会場の事前視察等を行うこと。 

・イベント当日までボランティアのモチベーションを高められるよう適宜連絡を

行うこと。 

 

（４）ライドイベント 

各種運営計画および運営マニュアルに基づき、以下のアからウまでの事項を含め

た事業の管理・設営・運営・撤去等、事業実施に付帯する一切の業務を行うこと。

業務に係る費用は全て受託者が負担すること。 

ア 安全対策 
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(ア) コース設営 

計画に基づき、鉄柵等の資機材および人員を配置し、安全対策に万全を期して

コースを設営すること。 

 

イ 会場運営 

(ア) スタート/フィニッシュ会場の設営/運営/撤去 

本部/受付/トイレ/セレモニー/VIP/メディア/参加者・スタッフ休憩/警察・消

防機関などの各諸室の設営や、駐車場（関係者用、参加者用）、自転車組立用ス

ペース・駐輪場の確保・運営などを行うこと。また、撤去後に清掃を行うととも

に、廃棄物については適切に処理すること。 

(イ) 警備 

次のとおり、スタート及びフィニッシュ会場等の警備を行うこと。 

 会場及び会場付近等に警備員を配置し、警備業務を行うこと。 

 事業終了後も、出演者及び参加者の残留状況に応じて、警備を続行するこ

と。 

 派遣する警備員の名簿を、事業当日の１週間前までに提出すること。 

会場の警備については、当日の運営に支障を来すことのないよう委託者と協議し、

安全対策に万全を期すこと。 

 

ウ イベント運営 

(ア) 受付およびスタート～フィニッシュのオペレーション 

参加者を受け付け、スタート位置に配置を行う。また参加者の走行管理、故障時

のメンテナンス、脱落者/自転車の回収、規制解除時の連絡調整、沿道応援スペー

スの管理なども含め、イベント全般に関わる運営を行う 

(イ) シェアサイクル調達/輸送/設置/撤去  

シェアサイクルを調達し、当日までに会場に設置する。イベント当日は参加者へ

貸出・返却を管理し、撤去を行う。 

(ウ) エイドステーション運営 

フィニッシュ会場のほか、コース上に２か所以上のエイドステーションを設置・

運営・撤去を行うこと。 

 

（５）多種目イベント 

各種運営計画および運営マニュアルに基づき、以下のアからウまでの事項を含め

た事業の管理・設営・運営・撤去等、事業実施に付帯する一切の業務を行うこと。

業務に係る費用は全て受託者が負担すること。 

ア メイン会場およびサブ会場の運営 
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会場管理者及び関係機関等と綿密に調整し、会場の使用に係る条件及び注意事

項等を遵守した上で、必要な設営・装飾を行い、安全対策に万全を期すこと。ま

た、撤去後に清掃を行うとともに、廃棄物については適切に処理すること。 

なお、運営計画等に記載された会場設備、備品及び装飾品等は受託者が用意

し、事業の円滑な運営のため、委託者と調整の上、事業当日の状況に応じて柔軟

に対応すること。 

(ア) 各種イベントの実施 

作成した計画及びマニュアルに基づき、イベントを実施する。安全対策には

万全を期し、参加者および観覧者の満足を最大限に高められるよう取り組む

こと。 

(イ) 出演者等に対するアテンド 

イベントの出演者に対し、飲食物提供・誘導・謝礼金等の支払いを行うこ

と。 

イ DXを活用したスポーツイベント 

自転車に限らず様々な競技のVRコンテンツを作成し、設定した会場にてVRイベ

ントやeスポーツ等の体験を実施すること。現地だけではなくオンライン配信など

遠隔地からも参加できるようにすること。 

ウ 輸送 

多種目イベントの実施会場間を輸送し、離れた会場であっても参加者を集め、回

遊を促すよう、会場間巡回バスおよび自転車運搬用トラックを調達し、運用する

こと。 

 

 

（６） 広報関連業務 

（２）で策定した広報計画等を基に委託者と協議の上、以下の業務行うこと。 

 

ア イベント実施前 

(ア) イベント特設ウェブサイト 

3000 人以上の参加者がイベントに申し込むよう創意工夫を凝らし、類似イベントの

参加者及び国外のサイクリストを含む、広く一般ユーザーを想定して以下の要件を満

たす専用ウェブサイトを作成する。開設予定時期は 6 月上旬とすること。 

I. 参加者登録・キャンセル・資格確認・参加料の支払、ボランティアの募集・管

理等が可能なウェブサイトとすること 

II. 使用言語は日本語及び英語とすること。 

III. ホームページ公開サーバーを用意すること。なお、レンタルサーバーを使用す

る場合は、受託者がその使用料を負担すること 



7 

 

IV. ウェブサイト管理システムを構築すること 

V. HTML によるデザイン、レイアウトデータ、画像データ及びスクリプト等を組

み合わせたホームページとすること 

VI. 掲載情報の更新は、発注者においても管理・更新可能なものとすること 

VII. 標準的なインターネット利用環境で快適に動作すること 

VIII. ホームページ及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他全ての権利

についての交渉、処理は受託事業者が行うこととし、その経費は委託料に含む

こと 

IX. 不正アクセス防止対策を講じること 

X. SNS等のサービスを活用して利用者情報を取得する場合のプライバシーポリシ

ーを適切に整備すること 

XI. 効果測定を行うため、ウェブサイトには解析ツールを設置すること。 

(イ) イベント名称及びロゴマークの検討、作成 

I. イベント名称 

 イベント内容が理解でき、長期的に活用可能で、他のイベント等と差別化でき

るものとすること。 

 提案数は３つ以上、５つ以内とすること。 

 名称の最終決定は委託者と協議の上、行うこと。 

II.  ロゴマーク  

 長期的に活用可能で、他のイベント等と差別化できるものとすること。 

 提案数は３つ以上、５つ以内とすること。 

 最終的に商標登録をすることを前提に、既に登録されている商標と類似した

ロゴマーク等の提案はしないよう、事前に確認を行うこと。 

 カラー、モノクロを制作すること。 

 最終デザインは委託者と協議の上、決定すること。ただし、最終デザイン決定

のために必要な修正については、委託者の指示に従うこと。 

(ウ) イベント広報の実施 

事業効果を最大化させるよう各種媒体を活用し効果的な広報施策を実施すること。 

(エ) SNS 運営 

イベント用の SNS アカウントを取得し、随時情報発信を行うこと。 

(オ) 各種メディアへの取材要請 

本事業及び当日発表案件について事前周知や事業実施当日の様子を事業実施の

前後で伝えることができるようメディア各社と交渉し、 150 媒体を目標にメディ

ア露出を確保すること。露出の最大化を目指し、メディアへのコンタクト状況を随

時報告すること。 

(カ) 参加者受付 
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特設ウェブサイト等を通じて参加者募集・受付をすること。参加者の受付の際に

は定められた参加費を徴収し、キャンセルが発生した際には、キャンセルポリシー

に従い適切に費用を返還すること。参加者募集時期については委託者と協議の上、

決定すること。 

 

イ イベント当日 

以下の視点でイベント当日の広報を行うこと 

 イベントの様子をライブ配信すること。（撮影にはドローンなどでの空撮を含む） 

 撮影した映像はイベント後にもシティセールスなどの広報に活用できるよう、

魅力的な映像が撮影できるよう工夫すること。 

 イベントの様子を SNS 等で随時情報発信すること。 

 イベント参加者や観覧者が撮影した動画や写真を SNS 等に投稿し拡散するこ

とができる仕組みを提案・実施すること。 

 

(ア) 写真及び動画の撮影 

広報用及び記録用として、事業の各コンテンツについて、写真及び動画を撮影す

ること。なお、写真及び動画の著作権は委託者に帰属し、委託者の広報で写真及び

動画を使用することができるよう出演者等と権利関係を整理したうえで納品するこ

と。 

(イ) イベント全体の事業効果測定の実施 

（１）で策定した事業効果測定計画をもとに、事業効果を測定・検証すること。

検証の結果は、KPI に対する評価（良好点・問題点の抽出、改善点の掲示）を含

め、定性的及び定量的な形で事業効果を整理し、報告すること。問題点や改善点に

ついては、準備段階における課題や困難であった調整事項などについても触れるこ

と。 

 

ウ イベント実施後 

(ア) オンラインでの疑似体験ツールの作成 

 撮影した動画や最新のデジタル技術を活用することにより、オンラインにおいて

当日のイベントの疑似体験を後日可能にするなどのツールを検討し、配信すること。 

(イ) 当日撮影した動画の編集、配信 

当日撮影した映像を編集し、東京のシティプロモーションにつながるような映像

作品を制作すること。作品については、閲覧者が東京に興味関心を持ち、訪都及び

自転車の更なる使用を誘引するような内容とし、多くの人に閲覧されるよう広く周

知すること。 

(ウ) イベントレポートの作成 
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写真を含むイベントレポートを作成すること。内容は、イベントの模様、参加者

数などの実績、効果測定結果を含み、今後の PR に活用できるものとする。詳細に

ついては、委託者と協議の上決定すること。なお、イベントレポートは特設ウェブ

サイト等で掲載されることを前提とし、写真及びイベントレポートに係る著作権等

の一切の権利は委託者に帰属するものとする。 

 

エ 交通規制にかかる広報 

(ア) コース周辺の交通規制関連看板及び横断幕等の制作及び設置 

 イベント実施日における交通規制が、沿道住民・関係者・関係機関等に対し

て効果的に周知及び必要な通行が確保されるよう、（２）で作成した交通規制計

画に基づき、媒体および場所に適した広報素材を制作し、掲出すること。交通

規制関連看板及び横断幕等は制作の上、コース周辺の影響を受ける道路に設置

し、競技終了後は速やかに撤去すること。制作数、デザイン、設置場所及び設

置時期等の詳細は、委託者と別途協議を行い決定する。 

(イ) コース隣接店舗駐車場等への誘導看板等の制作及び設置 

交通規制に伴い、コース隣接店舗駐車場出入り口への車両の導線変更等が必

要な場合は、適宜案内看板等を制作及び設置し、交通混雑や混乱のないように

すること。また、競技終了後は速やかに撤去すること。制作数、デザイン、設

置場所及び設置時期等の詳細は、委託者と別途協議を行い決定する。 

 

（７） イベント運営事務局補助業務 

ア 定例会の実施 

   受託者は、委託者の求めに応じてオンラインも含め、定期的に委託者との打合せに

応じること。その際に必要な資料及び議事録の作成は受託者が行うこと。 

イ 渉外業務 

委託者からの要請に応じ、イベント実施のために必要な関係機関(自治体・警察・道

路管理者、消防など)との協議等へ参加し、必要な支援及び連絡・調整業務を担うこ

と。 

ウ 住民説明会補助 

コース、会場付近の地域住民及び店舗など事業者等への説明会を開催する際の場所

の確保、資料作成や開催案内・調整等、運営補助を行うこと。 

エ 関係官公署等への申請手続き 

 施設・道路・鉄道等に関する使用申請やドローンの使用に関わる申請等、イベント

実施のために必要な申請手続きを委託者と協議しながら行うこと。 

オ 会場、諸室の確保 

 委託者からの要請に応じ、イベント運営、実施及び準備等に使用する会場や諸室
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（運営スタッフ、警備、警察、消防、ボランティア用等）の確保を行うこと。なお、

会場や諸室の確保に係る使用料等については、受注者が一切を負担することとする。 

カ 選手、出演者等の選出及び調整 

委託者と協議の上、選出し、スケジュールや出演交渉等の調整を進めること。出演

者は、ライドイベント出場選手（プロロードレース選手、パラリンピック選手等）、

司会進行者、デモンストレーション出演者、各競技体験、競技実演出演者等を想定。

その他必要となる出演者については、委託者と協議の上、決定すること。 

キ 必要な資料作成等 

 各種協議や打合せに必要な資料の作成等を委託者と協議の上、実施すること。 

ク コールセンターの設置・運営 

イベント運営事務局にコールセンターを設置し、イベントの内容や交通規制等に

係る一般の方等からの問合せ及びボランティアからの問い合わせに対して適切に応

対できるようにすること。なお、運営するために必要なインフラ、機材、備品等の調

達にかかる費用については、委託料に含め受注者が手配すること。設置期間について

はイベントの 4 か月前からイベント実施後 3 日間を基本とし、詳細な期間等につい

ては委託者と協議の上、決定すること。 

 

８  成果品 

（１） 提出物（別途期限を定めたものを除く） 

ア 運営計画及び予算、調達計画 

第一稿提出期限： 令和 4 年５月９日（月）（電子データ一式） 

第二稿提出期限： 令和 4 年 7 月４日（月）（電子データ一式） 

最終提出期限：令和 4 年９月２６日（月）（製本 2 部及び電子データ一式） 

 イ 運営マニュアル 

第一稿提出期限： イベント開始前 120 日以内（電子データ一式） 

第二稿提出期限： イベント開始前 60 日以内（電子データ一式） 

最終提出期限： イベント開始前 10 日以内（製本各 10 部及び電子データ一式） 

 ウ イベント名称及びロゴマーク 

第一稿提出期限： 令和 4 年５月９日（月）（電子データ一式） 

最終提出期限： 令和 4 年 5 月 30 日（月）（電子データ一式） 

エ イベントの写真や映像、事後広報用素材、効果測定結果およびその他本委託内で作成

したデータ類 

令和５年３月 30 日（木）（電子データ一式） 

 

（２） 納入先 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 
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レガシースポーツイベント実行委員会（仮称） 

（東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部事業推進課内） 

 

（３） 電子データの提出は以下によること 

ア 委託者の端末（OS：Windows）で表示可能なものとすること。 

イ 電子データは、文章については、ワープロソフト（Microsoft社Word シリーズ）、

計算表等については、表計算ソフト（Microsoft社Excel シリーズ）で編集可能な形

式とすることを基本とする。また、CADデータについては、フリーCADソフト

（Jw_cad）により編集可能な形式とすることを基本とする。 

ウ 格納媒体はCD±R（RW）及びDVD±R（RW）を基本とする。また、収納ケー

ス、CD±R（RW）及びDVD±R（RW）等に、委託年度及び委託件名等を付記す

ること。 

エ ファイル名はその内容を示す分かりやすいものとし、ファイルリストも添付するこ

と。 

（４） 成果品の納入後、内容に不備等があった場合は、速やかに受託者の負担で修正等を

行うこと。 

 

９  人員体制の構築 

   受託者は、契約締結後直ちに、委託業務を履行するために必要な人員を確保し、委

託者と協議の上、業務体制を整え、業務実施体制図を委託者に提出すること。 

(ア) 業務全体の統括責任者、各業務・工程毎の責任者・担当者を置くこと。統括責任

者は、委託業務に関して委託者への連絡、報告及び相談等を綿密に行い、業務全

体の円滑な進行を図ること。 

(イ) 各業務の責任者は、本業務に関する知識、理解及び経験が豊富な者とすること。

また、業務にあたる要員は、本仕様書に定める業務内容を十分理解し、実施する

ために必要な経験・実績、知識・能力を有する者であること。 

(ウ) 関係者調整を効率的に実施できるよう、オンライン会議の環境を整えること。 

(エ) 体制を変更する必要が生じた場合には、1 週間前に変更内容を記載した書面と代

行する担当者を反映させた業務実施体制図をもって委託者に報告し、事前に承

認を得ること。 

    なお、担当者の異動が発生する場合には、後任の担当者に対して、本業務に支障

をきたさないように十分な業務の引継ぎを行うこと。 

 

１０ 危機管理体制の整備 

(１) 安全管理体制の確立 

不慮の事故がないよう、搬入から開催日、搬出までの全期間、十分な安全管理を行
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い、快適な会場空間の維持、提供に努めること。 

 

１１ 機密の保持 

（１） 受託者は、本業務で得られたデータ等を目的外に使用してはならない。 

（２） 受託者は、本業務で得た画像等の使用、保存処分等に当たっては、細心の注意をも

ってあたり、絶対に外部に漏えいすることのないよう、秘密の保持に万全を期すこと。 

（３） 受託者は、委託者から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に委託者の書

面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。 

（４） 受託者は、委託者から開示された秘密情報を知得した自己の役員又は使用人（秘密

情報を知得後退職した者も含む。）に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底

させるものとする。 

（５） 受託者は、委託者から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の

一部又は全部を含む資料、記録媒体及びそれらの複写物等について、秘密が不当に開示

又は漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、管理しなければならない。 

（６） 委託者は、受託者が秘密保持に関する義務違反又は義務を怠った場合、受託者に対

して契約書等にある契約解除及び損害賠償等の措置を行うものとする。 

 

１２ 個人情報の取扱い 

委託者が貸与する資料に記載された個人情報及び業務に関して知り得た個人情報は全

て委託者の保有個人情報であり、委託者の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはなら

ない。委託期間の満了後は、東京都保有個人情報が記載された資料（電子媒体に記録された

ものを含む。）を東京都に返却するものとする。 

 

１３ 権利の帰属 

（１） 本委託において作成した全ての成果物において、その著作権（著作者人格権を除

く。）は、委託者に帰属するものとする。受託者は、委託者の承諾なしに、本委託によ

る成果物を、ほかに公表、貸与又は使用してはならない。 

（２） 受託者は、成果物の作成等に当たり映像、文献等を引用・使用する際には、著作権 

の使用許諾等に関し、受託者の責任において、必要な処理を行わなければならない。 

 

１４ 一括再委託の禁止 

受託者は委託の履行に際し、委託内容の全部又は主要部分を一括して第三者に委託 

することができない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得たときは、この限りで 

はない。「主要部分」とは、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、 

受託者は、これを再委託することはできない。 

受託者は、前項に規定する業務及び簡易な業務を除く業務の一部を再委託するに当 
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たっては当該業務の遂行能力を有する者の中から選定しなければならない。また、再 

委託先（以下「協力会社」という。）が東京都の競争入札参加有資格者である場合は、 

指名停止期間中であってはならない。 

受託者は、協力会社が委託者の競争入札参加有資格者でない場合、委託者の契約から排除

するよう警視庁から要請があった者でないことを確認する。 

 

１５ 環境により良い自動車利用 

本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 

（１） 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)第

37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

（２） 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であ

ること。 

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提

示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

１６ 情報セキュリティの確保 

電子情報の取扱いに関しては、受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京

都サイバーセキュリティ対策基準（平成 28 年４月１日施行）と同様の水準での情報セキュ

リティを確保すること。 

なお、受託者が情報セキュリティを確保することできなかったことにより委託者が被害

を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する

損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

１７ その他留意事項 

（１） 契約金額には、本仕様書に特に定めのある場合を除き、催事実施に際して必要な手

続及びそれらに係る諸費用（著作物に係る費用を含む。）等、本委託の履行に必要とな

る一切の経費を含むものとする。 

（２） 受託者は、本委託の履行に際し、本仕様書に定める事項等に疑義が生じた場合は、

速やかに委託者と協議するものとする。 

（３） 新型コロナウイルス感染症拡大及び荒天等を理由に、やむを得ず企画を延期、中止

する場合がある。中止に伴う対応については、合理的な範囲において委託者との減額等

に係る協議に応じるものとする。 

（４） 調達の際は、紛争や人権問題に加担していることが疑われる者地域からの調達は

避ける等配慮するよう努めること。 
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１８ 担当 

レガシースポーツイベント実行委員会（仮称） 

電 話 03－5388－2871 

ＦＡＸ 03－5388－1227 


